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調剤報酬請求に対する審査の実施等について 

 

標記について、厚生労働省保険局長から別添のとおり通知がありましたのでお

知らせいたします。 

本通知は、調剤報酬明細書（調剤レセプト）に添付する処方せん（写）の取り

扱いに関するものです。 

社会保険診療報酬支払基金によるレセプトの突合点検・縦覧点検などの新規事

業が平成 24 年 3 月審査分から開始されることにつきましては、平成 23 年 12 月

28 日付け日薬業発第 404 号にてお知らせしたところですが、これに伴い、保険者

より審査の申出があった場合に限り処方せん（写）を提出することとされている

調剤レセプトの請求点数の基準（現在は 1,500 点以上が対象）が、平成 24 年 2

月調剤分以降のレセプトから撤廃されることになりました。 

つきましては、貴会会員にご周知くださるようお願い申し上げます。 










